
○
総
務
省
令
第
六
十
三
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の
三
の
三
及
び
第
三
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
防
火
対
象
物
の
点
検
及
び
報
告
）

（
防
火
対
象
物
の
点
検
及
び
報
告
）

第
四
条
の
二
の
四

［
略
］

第
四
条
の
二
の
四

［
同
上
］

２

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

２

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

点
検
を
行
っ
た
結
果
を
防
火
管
理
維
持
台
帳
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
編
冊
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
記

点
検
を
行
つ
た
結
果
を
防
火
管
理
維
持
台
帳
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
編
冊
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
記

録
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

録
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

４

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
（
以
下
「
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
」

４

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
（
以
下
「
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
」

と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
防
火
対
象
物
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び

と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
防
火
対
象
物
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び

技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
で
あ
っ
て
、
法
人
で
総
務
大
臣
が
登
録
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び

技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
で
あ
つ
て
、
法
人
で
総
務
大
臣
が
登
録
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
行
う
も
の
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発

次
条
に
お
い
て
「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
行
う
も
の
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発

行
す
る
防
火
対
象
物
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
次
項
及
び
次

行
す
る
防
火
対
象
物
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
次
項
及
び
次

条
第
二
項
に
お
い
て
「
免
状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
と
す
る
。

条
第
二
項
に
お
い
て
「
免
状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
と
す
る
。

［
一
～
十
五

略
］

［
一
～
十
五

同
上
］

５

防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
失
う
も
の
と
す

５

防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
失
う
も
の
と
す

る
。

る
。

一

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認

一

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
と
な
つ
た
と
き
。

知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

こ

［
三

略
］

［
三

同
上
］

四

防
火
対
象
物
の
火
災
予
防
上
必
要
な
事
項
等
の
点
検
を
適
正
に
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

四

防
火
対
象
物
の
火
災
予
防
上
必
要
な
事
項
等
の
点
検
を
適
正
に
行
つ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

五

資
格
、
実
務
の
経
験
等
を
偽
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

五

資
格
、
実
務
の
経
験
等
を
偽
つ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

六

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
期
間
ご
と
に
登
録
講
習
機
関
の
講
習
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す

六

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
期
間
ご
と
に
登
録
講
習
機
関
の
講
習
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す

る
免
状
の
交
付
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

る
免
状
の
交
付
を
受
け
な
か
つ
た
と
き
。

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
報
告
）

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
報
告
）

第
三
十
一
条
の
六

［
略
］

第
三
十
一
条
の
六

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

防
火
対
象
物
の
関
係
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
行
っ
た
結
果
を
、
維
持
台
帳
（
第
三
十
一
条
の

３

防
火
対
象
物
の
関
係
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
行
つ
た
結
果
を
、
維
持
台
帳
（
第
三
十
一
条
の

三
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
の
十
八
の
届
出
に
係
る
書
類
の
写
し
、
第
三
十
一
条
の
三
第
四
項
の
検
査
済
証
、

三
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
の
十
八
の
届
出
に
係
る
書
類
の
写
し
、
第
三
十
一
条
の
三
第
四
項
の
検
査
済
証
、

次
項
の
報
告
書
の
写
し
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
工
事
、
整
備
等
の
経
過
一
覧
表
そ
の
他

次
項
の
報
告
書
の
写
し
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
工
事
、
整
備
等
の
経
過
一
覧
表
そ
の
他

消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
維
持
管
理
に
必
要
な
書
類
を
編
冊
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
記
録

消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
維
持
管
理
に
必
要
な
書
類
を
編
冊
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
記
録

す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
ご
と
に
消
防

す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
ご
と
に
消
防

長
又
は
消
防
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
一

長
又
は
消
防
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
一

条
の
三
の
二
第
六
号
の
設
備
等
設
置
維
持
計
画
に
定
め
る
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
の
期
間
ご
と
に
報
告

条
の
三
の
二
第
六
号
の
設
備
等
設
置
維
持
計
画
に
定
め
る
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
の
期
間
ご
と
に
報
告



す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

６

法
第
十
七
条
の
三
の
三
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

６

法
第
十
七
条
の
三
の
三
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
で
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す

該
当
す
る
者
で
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
講
習
で
あ
っ
て
、
消
防
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
た
法
人
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

る
こ
と
が
で
き
る
講
習
で
あ
つ
て
、
消
防
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
た
法
人
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
行
う
も
の
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す
る
消
防
用

「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
行
う
も
の
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す
る
消
防
用

設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
免
状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
次
項
及
び
次
条
第
二

（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
免
状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
次
項
及
び
次
条
第
二

項
に
お
い
て
「
消
防
設
備
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

項
に
お
い
て
「
消
防
設
備
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

７

消
防
設
備
点
検
資
格
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
失
う
も
の
と
す

７

消
防
設
備
点
検
資
格
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
失
う
も
の
と
す

る
。

る
。

一

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
消
防
設
備
点
検
資
格
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、

一

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
と
な
つ
た
と
き
。

判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

こ

［
三

略
］

［
三

同
上
］

四

消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
を
適
正
に
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

四

消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
を
適
正
に
行
つ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

五

資
格
、
学
歴
、
実
務
の
経
験
等
を
偽
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

五

資
格
、
学
歴
、
実
務
の
経
験
等
を
偽
つ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

六

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
期
間
ご
と
に
登
録
講
習
機
関
の
講
習
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す

六

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
期
間
ご
と
に
登
録
講
習
機
関
の
講
習
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す

る
免
状
の
交
付
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

る
免
状
の
交
付
を
受
け
な
か
つ
た
と
き
。

（
防
災
管
理
点
検
及
び
報
告
）

（
防
災
管
理
点
検
及
び
報
告
）

第
五
十
一
条
の
十
二

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者

第
五
十
一
条
の
十
二

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者

は
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
行
っ
た
結
果
を
防
災
管
理

は
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
行
つ
た
結
果
を
防
災
管
理

維
持
台
帳
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
編
冊
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
記
録
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け

維
持
台
帳
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
編
冊
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
記
録
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
災
管

３

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
防
災
管

理
点
検
資
格
者
（
以
下
「
防
災
管
理
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

理
点
検
資
格
者
（
以
下
「
防
災
管
理
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

で
、
防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
で
あ
っ
て
、

で
、
防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
で
あ
つ
て
、

法
人
で
総
務
大
臣
が
登
録
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
行
う
も
の

法
人
で
総
務
大
臣
が
登
録
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
行
う
も
の

の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す
る
防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技

の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す
る
防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技

能
を
修
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
次
項
第
六
号
に
お
い
て
「
免
状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る

能
を
修
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
次
項
第
六
号
に
お
い
て
「
免
状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者
と
す
る
。

者
と
す
る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

４

防
災
管
理
点
検
資
格
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
失
う
も
の
と
す

４

防
災
管
理
点
検
資
格
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
失
う
も
の
と
す



る
。

る
。

一

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
防
災
管
理
点
検
資
格
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、

一

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
と
な
つ
た
と
き
。

判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

こ

［
三

略
］

［
三

同
上
］

四

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
防
災
管
理
上
必
要
な
事
項
等
の
点
検
を
適
正
に
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明

四

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
防
災
管
理
上
必
要
な
事
項
等
の
点
検
を
適
正
に
行
つ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明

し
た
と
き
。

し
た
と
き
。

五

資
格
、
実
務
の
経
験
等
を
偽
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

五

資
格
、
実
務
の
経
験
等
を
偽
つ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

六

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
期
間
ご
と
に
登
録
講
習
機
関
の
講
習
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す

六

消
防
庁
長
官
が
定
め
る
期
間
ご
と
に
登
録
講
習
機
関
の
講
習
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す

る
免
状
の
交
付
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

る
免
状
の
交
付
を
受
け
な
か
つ
た
と
き
。

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。


